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平成２３年東北地方太平洋沖地震義援金の第１次配分について（依頼） 

 平成２３年東北地方太平洋沖地震で被災された方々へのお見舞いとして、県内外から多

くの義援金が寄せられていることから、平成２３年４月１日（金）に標記委員会を開催し、

第１次配分計画を決定いたしました。 
災害関係対応にご多忙のこととは存じますが、被災により生活の基盤である住居を失っ

た方々や、原発災害により避難又は屋内退避を余儀なくされている方々に、寄託者の皆様

の温かいお気持ちを伝え、義援金を有効にお使いいただくために、下記により、各市町村

から義援金をお届けいただきますようお願いいたします。 
つきましては、貴市町村の対象世帯数について報告いただき、義援金の配分を請求して

ください。 
また、義援金の配分を通じ、県内外自主避難者等の所在確認につなげていただきますよ

うお願いいたします。 
記 

１ 第１次配分の考え方 
  （１）被災により生活の基盤である住居を失った方々、また、原発災害により避難又は

退避を余儀なくされている方々に、義援金をお寄せいただいた皆様の温かいお気持

ちをお見舞い金としてお届けする。 

（２）義援金寄託者からは「被災者の方々に早く届けてください」との多くの声がある

ことから、早急に被災者にお届けすることを主眼とし、今回配分は、福島県に寄託

された義援金をもとに配分する。 

 
２ 対象被災地    福島県内全市町村 
 
３ 配分対象世帯 
 次のいずれかに該当する世帯。 
 （１）平成２３年東北地方太平洋沖地震又はそれに伴う津波により、住家が全壊又は半

壊した世帯。（災害救助法の被害認定基準に基づき市町村が認定する世帯。） 
 （２）東京電力福島第一原子力発電所から３０ｋｍの圏内にある世帯。 
    （原子力災害対策特別措置法に基づき避難又は屋内退避を指示された世帯） 
 
４ 配分額 
  対象世帯 １世帯当たり５万円 
※ ３の（１）と（２）の両方に該当している場合は、５万円となります。 



５ 対象世帯の把握方法 
 （１）全壊及び半壊について 
    全壊及び半壊の認定については、別紙「平成２３年東北地方太平洋沖地震に係る 
   住家被害認定の調査方法」（内閣府作成）に準拠するものとする。 
 （２）東京電力福島第一原子力発電所から３０ｋｍの圏内について 
    ３０ｋｍの圏内の認定については、福島県地域防災計画原子力対策編における「重 

点地域」（原子力発電所から半径１０ｋｍの地域）に準じて、各市町村の行政区単位 
で認定することとし、自然的・社会的周辺情報を踏まえ市町村が判断することとす 
る。なお、南相馬市については原町区及び小高区内の行政区単位で認定することと 
する。 
 

６ 対象世帯数及び送金口座の報告 
上記３の対象世帯について、貴市町村の対象者数を別紙「平成２３年東北地方太平洋

沖地震義援金配分請求書」により報告願います。また、今回報告いただいた世帯数を元

に、後日必要額を各送金いたしますので、配分する義援金を受け入れる口座を用意いた

だき、併せて報告願います。 
※ 報告先 
   福島県保健福祉部社会福祉課（義援金配分委員会）に次の方法により報告願います。 
   ①郵送  ：〒960-8670 福島県福島市杉妻町 2-16 
   ②FAX  ：０２４－５２１－７９１７ 
   ③メール ：shakaifukushi@pref.fukushima.jp 
 
７ 被害状況等の把握による配分額の過不足について 
 （１）配分額が不足する場合 
     被害状況等の把握が進み、上記５の請求により配分した額が不足する場合は、別紙

の請求書に基づき所要額を追加配分いたします。 
  （２）配分額に不要残が生じた場合 
     被害状況等の把握が進み、上記５の請求により配分した額に不要残が生じた場合

は、第２次配分以降で調整いたします。 
 
８ 報告期限及び市町村への送金 
   第１次配分の趣旨を踏まえ速やかに報告願います。報告にあたっては、概数で結構で

す。（後日、追加配分請求も可能です。）報告いただきましたら順次送金を行います。 
速やかに配分するためにも、遅くとも次の期限までには提出いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 
  ○平成２３年４月８日（金）まで 
    
 
 

（担当 社会福祉課 電話０２４－５２１－７３２２） 













【配分対象世帯数】

【送金先口座】

【配分事務担当課等】

市町村

担当課

電話番号

ｆａｘ番号

担当者名

0

（２）福島第１原子力発電所より３０ｋｍ
圏内の世帯 50,000 0

0

備考

計

区分 単価（円）

50,000

【平成２３年東北地方太平洋沖地震義援金　配分請求書】

（１）地震又は津波により住家が全壊又
は半壊した世帯

対象世帯数（世帯） 必要額(円）

0

【受付開始予定】 平成２３年　　月　　日～

※後日、過不足が発生した場合には、調整いたします。

金融機関名 口座番号 預金種別 口座名義人（フリガナ）


